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 目的外利用・提供について

番
号 事務の内容 目的外利用・提供の目的 

利用・提供する 
個人情報の内容 

利用・提供先 所管課 
本人通知 
の有無  

提供先に  
対する措置 

70 固定資産税・都市
計画税課税賦課事
務 
 
 

空家等対策の推進に関する特別
措置法（平成２６年法律第１２７号
）が施行され、少子高齢化等で今後
人口が減少する中、年々空き家等が
増加している。 
その中で概ね１年以上、居住その
他の使用がなされていない建築物
又はこれに附属する工作物等を「空
家等」と定義し、適切に管理が行わ
れず、防災、衛生、景観等地域住民
の生活環境に悪影響を及ぼす空家
等について、市は所有者等に対し適
切な管理を促すための情報の提供
や助言その他必要な援助を行うと
されている。 
そのため空家等の所有者等を確
認する必要があり、不動産登記簿情
報や関係者の住民票情報又は戸籍
謄本等の調査等だけでは、所有者等
が確認できずそのまま放置される
ことが懸念される。 
このことから固定資産課税台帳
の情報を利用することで、納税義務
者の居所等を確認し所有者等に対
して、空家等の適切な維持管理を促
すための情報の提供や指導等を行
うことができる。 
 

空家等の固定資産
課税台帳に登載され
ている納税義務者の
住所、氏名 
 
 なお、提供方法は書
面による照会・回答に
よるものとする。 

都市政策部住
宅政策室 

総務部税
務室資産
税課 
 
 
 

通知しない 
 
（理由） 
事業の性質上、本
人が知り得るもので
あり、個別に通知す
る必要がないため。 

利用に当たっ
ては、以下の条件
を付する。 
（１）利用する個
人情報を目的外
に利用・提供しな
いこと。 
（２）利用する個
人情報は厳重に
管理し、漏えいの
ないようにする
こと。 
（３）不要になっ
た個人情報は、適
宜廃棄処分する
こと。 





［別紙］ 
 

 

 

番
号 事務の内容 目的外利用・提供の目的 

利用・提供する 
個人情報の内容 

利用・提供先 所管課 
本人通知 
の有無  

提供先に  
対する措置 

71 水道開閉栓管理事
務・水道使用水量
検針事務 

空家等対策の推進に関する特別
措置法（平成２６年法律第１２７号
）が施行され、少子高齢化等で今後
人口が減少する中、年々空き家等が
増加している。 
その中で概ね１年以上、居住その
他の使用がなされていない建築物
又はこれに附属する工作物等を「空
家等」と定義し、適切に管理が行わ
れず、防災、衛生、景観等地域住民
の生活環境に悪影響を及ぼす空家
等について、市は所有者等に対し適
切な管理を促すための情報の提供
や助言その他必要な援助を行うと
されている。 
そのため空家等の所有者等を特
定するために水道の開閉栓情報を
利用することで、概ね１年以上空家
等であるかどうかの確認のほか、所
有者等を特定する際の情報として
利用しようとするものである。 
 

空家等の可能性が
ある建築物等の給水
契約者情報（住所・氏
名・開閉栓日・使用水
量・電話番号） 
 
なお、提供方法は書
面による照会・回答に
よるものとする。 
 

都市政策部住
宅政策室 

上下水道
局営業課 

通知しない 
 
（理由） 
事業の性質上、本
人が知り得るもので
あり、個別に通知す
る必要がないため。 

利用に当たっ
ては、以下の条件
を付する。 
（１）利用する個
人情報を目的外
に利用・提供しな
いこと。 
（２）利用する個
人情報は厳重に
管理し、漏えいの
ないようにする
こと。 
（３）不要になっ
た個人情報は適
宜廃棄処分する
こと。 
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管理不適切空家等に対する市の対応 

管理不適切空家等（空家等対策特措法第３条の規定による適切な管理が実施されておらず、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼす空家等をいいます。）に対する市の対応は、次のとおりです。 

 

■空家等に対する対応のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民同士での民事解決 

建築基準法、道路法

等他法令の活用 適切な管理が行われて

いない空家等の通報 

職員による現地確認 
（法第９条第１項） 

改善 

所有者等の調査（法第１０条） 

民事解決 

固定資産税等の住宅

用地特例の対象除外

の通知 

川西市 庁内検討会 

川西市空家対策協議会（法第７条） 
特定空家等に該当するか否かの判断に関する意見 

立入調査（法第９条） 
特定空家等判断チェックシート 

所有者等による空家等の適切

な管理の促進（法第１２条） 

過料 
（法第１６条第２項） 

税務部局 等 

過料 
（法第１６条第１項） 

指導・助言（法第１４条第１項） 

勧告（法第１４条第２項） 

略式代執行 
法第１４条第１０項） 

行政代執行 
（法第１４条第９項） 

命令（法第１４条第３項） 

解決：不可 
解決：可 

関与：否 

判明又は不明【緊急】

判明【緊急】 

不明

判明【緊急】

照会・回答 

関係部局へ

の情報提供 

判明 

協議 協議 

市が特定空家等

でないと判断 
市が特定空家等と判断 

相当の猶予期間 

相当の猶予期間 

関与：要 現行の

事務の

流れ 

今後の

事務の

流れ

（案） 
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【参考】 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 
（定義） 
第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。 
２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 
 
（立入調査等） 
第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査

を行うことができる。 
 
（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 
第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有

する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法

律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的

以外の目的のために内部で利用することができる。 
 
 第２項は省略 
 
３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関

し必要な情報の提供を求めることができる。 
 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 
第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 


